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都市部の遊水地の実現には多額の費用と多くの関係者との合意形成が課題とされている．寝屋川多目的

遊水地は都市部としては広大な面積（50.3ha）をもちながら，治水事業の採択から19年と比較的早期に治

水効果を発現した数少ない事例の一つである．本研究では，寝屋川多目的遊水地事業の実現過程の詳細や

関係者の合意形成の実態を，計画策定時・事業実施時の行政資料の分析と関係者への聞き取り調査に基づ

いて明らかにした．その結果，寝屋川流域における遊水地計画の検討体制や事業実施における協力体制，

資金確保のための大蔵省との折衝，地権者との用地買収交渉，地元住民との遊水地整備に対する合意形成

などが遊水地実現の要点であったことを明らかにした．
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1. はじめに

(1) 研究の背景と目的 

遊水地とは，洪水時に河川から水を流入させて一時的

に貯留し，流量の調節を行う施設である．河川水位が一

定値に達した時点で洪水流を越流堤から意図的に横越流

させ洪水調節を行う．中でも多目的遊水地は，洪水時は

遊水地として利用し，平常時は公園や各種運動施設など

として利用するものである．都市部の大規模な多目的遊

水地としては，鶴見川の遊水地が広く知られるが，寝屋

川流域では，打上川，寝屋川，花園多目的遊水地の3箇

所が完成しており，恩智川（池島・福万寺）治水緑地，

恩智川（法善寺）治水緑地の2箇所で事業が進められて

いる．これらは既に流域の浸水被害軽減の実績を有して

いる． 

今後，気候変動による将来の降雨外力の増大や降雨パ

ターンの変化が予測されており，現況河道などの既存の

施設のみでの対応が困難になることが予想される．規模

の大小を問わず，遊水地や調整池，貯留浸透施設などに

よる流域全体での対策が期待されている1)．しかしなが

ら，広大な面積を要する遊水地の実現には多額の費用と

多くの関係者との合意形成が必要となる．これに対し，

実際に実現した遊水地整備の事例から学べることは多い． 

寝屋川多目的遊水地は，府営公園である府営深北緑地 

（寝屋川多目的遊水地の公園名）との共同事業にて成立

した．寝屋川多目的遊水地と他の多目的遊水地の面積と，

治水機能概成までの事業期間の比較によれば（表-1），

本事例が，規模が大きいながらも事業開始から治水機能

概成までの期間が短い事例であることが分かる．事業化 

表-1 1981(昭和56)年までに多目的遊水地制度を採択した遊水

地の時系列比較(筆者作成 2), 3), 4), 5), 6), 7) ,17)） 
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が比較的円滑に進んだと考えられるが，その背景にどの

も意義は大きいものと考える． 

遊水地の実現過程の把握には，まずは事業誌・事業報

告が基本資料となる．その他の研究としては，治水面か

らの施設設計方法や環境面から着目した既往研究は多く

認められるが，事業の成立過程や要因を明らかにするも

のは少ない．例えば，一関遊水地や鶴見川治水緑地の成

立過程を明らかにした内田（1986）8)の研究が代表的な

ものであるが，住民の対応及び用地買収交渉を取り上げ

ており，事業全体の成立要因は取り上げていない． 

寝屋川多目的遊水地の整備事業に関する先行研究とし

ては，治水効果や治水施設の設計方法を明らかにした研

究 9), 10), 11), 12), 13)がある．また，事業全般の報告14), 15), 16)と事業

誌（1992） 17)では，寝屋川流域の治水計画内容とその検

討概要，治水事業としての事業実施について概要と大ま

かなプロセスが記されている．藤井(1983) 18)の研究では

土地の高度利用化および共同事業者の検討方法が明らか

にされている．しかし，遊水地整備のネックとなってい

る資金確保や地元住民との合意形成がどのように行われ

たか，公園との共同事業としてのプロセス等は事業誌を

含む既往の報告・研究において明らかにされていない． 

以上より，本研究は，寝屋川多目的遊水地を対象に，

その実現過程の詳細や関係者の合意形成の実態を明らか

にすることを目的とする．具体的には，計画策定時の経

緯・検討内容とその体制，実現過程の事業実施プロセ

ス・関係者との協議経緯・調整方法を，当時の行政資料 

（一次資料）の分析と，関係者への聞き取り調査によっ

て明らかにする． 

(2) 研究の手法 

寝屋川多目的遊水地事業の実現の経緯を把握するため

に，計画策定時・事業実施時の行政資料の調査と，関係

者への聞き取り調査を行った．資料調査では，大阪府寝

屋川水系改修工営所の協力を得て，資金源や事業主体の

協議経緯が記された事業計画書や計画検討資料等の各種

文書資料，事業主体が行った方策に関連する事前の動き

が記された府議会議事録などを調査・分析し，記述内容

の整理と考察を行った．また，同事業の直接の担当者で

あり，建設省治水課と多目的遊水地制度実現に向けたや

り取りを行っていた，大阪府OBのA氏に聞き取り調査

を行い，事実関係を補足的に把握した． 

(3) 論文の構成 

本論文の章構成を示す．第二章では，寝屋川多目的遊

水地事業の概要と施設内容を示す．第三章では，事業誌

等の既往の報告資料を整理し，寝屋川流域の総合治水計

画の変遷と，寝屋川多目的遊水地の実現過程の概要を示

す．第四章では，本論文において初めて取り上げる一次

資料の概略を示す．第五章ではこれらを踏まえて，寝屋

川多目的遊水地を含む総合治水計画の策定経緯を明らか

にし，第六章では寝屋川多目的遊水地実現過程を明らか

にする．第七章を結論とする． 

図-1 寝屋川流域の遊水地の位置（筆者作成 19)）と現況 
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2. 寝屋川多目的遊水地について 

本章では寝屋川多目的遊水地の計画策定にあたっての

諸条件を述べる．最初に，寝屋川多目的遊水地計画策定

時における地形的特徴について述べる．寝屋川の流域は，

生駒山（東）と上町台地（西）に挟まれた内陸盆地に重

なり，その流域面積は270km2である（図-1）．河川の大

部分は低湿平地を流れ，三千分の一以下の緩勾配となっ

ており，河川から20km近く離れた生駒山麓付近までが

感潮区域に属している．

この寝屋川流域の低湿平野部は約六千年前は河内湾で

あった．約千六百年前の古墳時代以降に河内湖が淀川及

び大和川の沖積作用によって陸化するが，複雑な河川網

を作り小さな沼池・蓮池などの低湿地が長く残った．

1703(元禄15)年の大和川付替工事完了以後は，旧大和川

河川敷や深野池，新開池などの干拓も進んだ．ところが，

高度経済成長期に工業用水や上水道用水としての地下水

のくみ上げにより大規模な地盤沈下が発生し，累積で最

大約120cm沈下した．地盤沈下は昭和50年代に収まり，

その後安定したが，内水域の排水不良に加えて，寝屋川

流域の都市化の進展による雨水流出の増加が重なり，寝

屋川の外水氾濫，豪雨時の内水氾濫による氾濫リスクが

高まっていた． 

図-2 寝屋川多目的遊水地の構造20) 

表-2 遊水地計画の推移と洪水調節流量(筆者作成17), 21),22)） 

実現した寝屋川多目的遊水地の施設内容の概要を述べ

る．寝屋川多目的遊水地は，仕切堤によってその湛水頻

度を三つのゾーンに区分する（図-2）．湛水頻度の高い

順からAゾーン (1/3 [回/年] )，Bゾーン (1/10 [回/年] )，Cゾ

ーン (1/30 [回/年] ) に区分され，越流堤を通じてA, B, Cの

順に洪水が流入する．洪水時は遊水地，平常時は大阪府

営公園として活用されており，遊水地としては治水機能

が概成した1981 (昭和56) 年から2013 (平成25) 年3月までに

計15回洪水流を貯留し，遊水地としての治水効果を発揮

した22) ．府営公園としては，湛水頻度を考慮してAゾー

ンには深野池，Ｂゾーンには広場，Cゾーンには運動広

場を中心とした施設が設置されている（図-1）．2010 

(平成22) 年度から2014 (同26) 年度には年間 69.4~87.6万人

が来園した23) ． 

3. 既往研究の成果と課題 

本章では，事業誌等の既往の報告資料を整理し，寝屋

川流域の総合治水計画の変遷と，寝屋川多目的遊水地の

実現過程の概要を示す． 

 (1) 遊水地計画の策定経緯 

遊水地計画の策定までの経緯について，寝屋川治水緑

地事業誌 (1992) によって明らかになっている内容を整理

する．最初に，各総合治水計画の計画内容および実施概

要を整理する． 

寝屋川流域では，1980年代末までに三つの総合治水計

画が策定された（表-2）．1954 (昭和29) 年に策定された

第一次計画，1972 (昭和47) 年に成案を得て1976 (昭和51) 

年に建設大臣の許可を得た第二次計画，1988 (昭和63) 年

に策定された第三次計画である．第三次計画は，部分的

な変更はあるものの基本高水流量は変わらず計画の実施

中にある22)． 

遊水地計画は，第二次計画において，打上川治水緑地，

寝屋川多目的遊水地，恩智川治水緑地が計画された．ま

た，第三次計画において，花園多目的遊水地，恩智川

（福万寺）治水緑地，恩智川（法善寺）治水緑地が計画

された． 

第二次計画の議論は1965 (昭和40) 年から始まり，1972 

(昭和47) 年の大東水害を契機として同年に成案を得て，

1976 (昭和51) 年に建設大臣の許可を得た．計画対象降雨

は1957 (昭和32) 年に更新された既往最大降雨が採用され，

流出係数を一律 0.8とした流出計算により基本高水流量

を1,650m3/sと定めた．第二次計画は，河川改修事業・大

型排水機場による放水路事業・遊水地事業から構成され，

遊水地事業は405 m3/sの洪水処理能力を担った． 

事業誌には，この第二次計画策定の背景と計画内容が 
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図-3 用地買収における支出と歳入 (筆者作成 17)) 

記されているが，第二次計画策定までの計画検討体制や

計画策定までの経緯は明らかになっていない．また，治

水方式としての遊水地の必要性の検討は，流域特性・目

標とする治水レベル・事業期間・事業費・投資効果等の

諸点から行われたことが記されているものの，具体的な

検討内容は不明である． 

(2) 事業の実現過程 

a) 資金の調達方法 

事業資金の調達方法については，事業誌に記載があり，

国の補助制度採択の年次，年度別財源表，共同事業者で

ある大阪府土木部公園課との都市施設用地費用分担率の

算定式が示されている．資金の財源は，（ア）都市河川

治水緑地事業 (103 億円)，（イ）多目的遊水地事業 (公

共) (222億円)，（ウ）多目的遊水地事業 (単独)  (28億円)，

（エ）公園事業 (金額不明) であった． 

このうち建設省による都市河川治水緑地事業制度は，

都道府県の都市河川の計画遊水地の用地取得に対して国

が補助を行うものである 24)．寝屋川多目的遊水地のAゾ

ーンが寝屋川治水緑地として 1973 (昭和 48) 年 12月に採

択され，寝屋川が一級河川であるため用地費の 1/2 が国

庫補助対象となった． 

多目的遊水地制度は，計画的な遊水地と都市施設とを

兼用させ，遊水機能を有する土地を有効に活用する多目

的遊水地事業 25)に対して建設省が補助を行う制度である．

寝屋川多目的遊水地はその全域が 1977 (昭和 52) 年 12月

に採択され，寝屋川が一級河川であるため治水施設の用

地費の1/2と建設費の2/3が国庫補助対象となった 26)．こ

のとき寝屋川流域の治水の緊急性より，共同事業者であ

る公園との用地費の費用負担額は特例として制度の方針

よりも増額された．具体的には約 22億円 (事業費全体の

4.7％) が増額された． 

また，多目的遊水地事業（単独）は大阪府の府費と地

方債によるものである 27)．公園事業費は，大阪府の府費

と建設省都市局からの公園事業に対する補助金である． 

事業費のうち，用地買収における歳入累計額と支出累

計額を比較する（図-3）と，1976 (昭和 51) 年度以前の歳

入累計額よりも支出累計額の方が 2,917 百万円多いこと

が確認できる．また，その差は最大で 1982 年度におい

て 6,759百万円となる．このことから最低でも 6,759百万

円の先行資金を活用していたと推測できるが，その詳細

は明らかにされていない． 

国庫補助の対象となる多目的遊水地事業の採択要件は，

（ア）工事実施基本計画に基づく河川改良工事全体計画

の中で位置づけられた遊水地計画であること，（イ）市

街化区域又は市街化区域に隣接した市街化調整区域であ

って，都市機能上一定の住宅，公園などの都市施設を設

置する計画があることであった．その採択までの経緯は

次の通りである．1) 1976 (昭和 51) 年に策定された第二

次計画の中で寝屋川多目的遊水地計画が位置づけられ，

都市河川課は予算獲得に向けた検討を始めた．2) 1976 

(昭和 51) 年 12 月の国の予算要求時には採択を見送られ

たが，翌 1977 (昭和 52) 年 12 月の国の予算要求時には

「土地の高度利用」に国の理解を得て，費用負担決定ま

で実施保留との条件付きで新規採択された．3) 1978 (昭

和 53) 年 6 月には治水の緊急性と費用算定根拠の積立に

国の理解を得て，特例として制度よりも多額の補助金を

得られる費用負担が決定し，その後の都市計画決定と協

定締結を前提に，1978 (昭和 53) 年度の事業が実施される

に至った．なお，管理・責任分担についての協定は，

1979 (昭和 54) 年 4月に建設省の同意・承認を得て最終協

定の締結に至った． 

以上のように，事業資金と多目的遊水地事業採択まで

の大きな流れが明らかにされている．しかし，資金調達

に向けた事業主体の動きや，多目的遊水地事業にて採択

見送りから特例としての事業採択に至った経緯の詳細，

事業費年表に表れない先行資金の詳細，多目的遊水地制

度の詳しい採択要件（この場合，都市施設の設置計画と

して求められる具体化の度合いや手続き）など，事業実

施上重要な事項については明らかにされていない． 

b) 地元住民との合意形成 

事業実施における地元住民との合意形成についても，

事業誌に記されている．具体的には，計画規模の縮小を

求める地元要望が強く，協議会を組織し調整した結果，

遊水地総面積を 52.6haから 50.3haに変更し合意に至った

ことが明らかにされている 28)．しかし，他の地元からの

要望や，合意形成経緯の詳細は不明である． 
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c) 用地買収 

用地買収については，その概要と買収実績が明らかに

されている．用地買収実績は図-3 の通りである． A ゾ

ーンの用地買収は，治水緑地事業として 1975〜1978 (昭

和 50〜53) 年度の 3 年間で完了した．B ゾーンの用地買

収は，治水緑地事業として 1978〜1979 (昭和 53〜54) 年度，

多目的遊水地事業として 1978〜1986 (昭和 53〜61) 年度で

あり，公園事業として 1978〜1986 (昭和 53〜61) 年度の計

9 年間で完了した．C ゾーンの用地買収は，治水緑地事

業として1975〜1980 (昭和50〜55) 年度にかけてAゾーン

と共に一部行われ，残りは 1980〜1987 (昭和 55〜62) 年度

の多目的遊水地事業・公園事業として計 6+8=14 年間で

完了した．しかし，用地買収交渉を始めるにあたっての

必要事項，地権者との交渉過程は明らかにされていない． 

4. 本研究で用いる主な資料

 前章で述べたように，寝屋川多目的遊水地整備につい

ての各関係者との合意形成経緯の詳細は十分には明らか

にされていない．本研究では，寝屋川多目的遊水地の成

立過程をより詳しく明らかにするために，寝屋川多目的

遊水地建設の事業主体であった大阪府都市河川課（以下

「都市河川課」とする）関係書類を調査し，その記述内

容の分析を通じて，経緯の詳細を明らかにする．本研究

で用いた一次資料とその内容の概要を以下に示す．いず

れも本研究において初出の資料である． 

資料1：大阪府河川整備課，『東大阪地域水防災総合

長期対策事本方針』, 1974. 

大阪府による遊水地計画を含む防災方針である東大阪

地域水防災総合長期対策事本方針（以下「東防総」とす

る．詳細は4章１項参照．）を写した資料である．東防

総の正確な内容と策定体制を読み取ることのできる資料

である． 

資料2：都市科学研究所,『東大阪地域防災総合対策の

ための計画調査報告書』, 1974. 

東防総の策定および第二次計画の検討にあたり，東大

阪地域防災総合対策委員会（以下，「東防総委員会」と

する．詳細は4章１項参照．）が設置された．東防総委

員会の運営をおこなった都市科学研究所が，議論から導

かれた防災に対する方針・議論のまとめ・調査の結果を

整理した資料である．寝屋川多目的遊水地計画の大阪府

全体の中での位置づけを把握することができる． 

資料3：都市科学研究所,『東大阪地域防災総合対策の

ための計画調査委員会議事概要集(Ⅰ)』,『同(Ⅱ)』, 

『同(Ⅲ)』,1974. 

都市科学研究所が，東防総委員会の議事録を整理した

資料である．大阪府内の各課の関係を読み取ることがで

きる． 

 資料4：大阪府土木部都市河川課，『寝屋川多目的遊

水地事業計画概要書』, 1981. 

事業主体である大阪府土木部都市河川課が，寝屋川多

目的遊水地の事業発足に至るまでの経緯を整理した資料

である．事業主体の観点からみた各関係者との合意形成

過程および各関係主体の意向の推移が詳細に記されてお

り，より詳しい事業の成立過程を把握することのできる

重要な資料である． 

資料5：大阪府土木部寝屋川水系改修工営所,『寝屋川

治水緑地懸安事項』, 1984.7.

 都市河川課が事業実施時の各関係者との調整にあたり，

その懸念事項と解決策を記したメモをまとめた資料であ

る． 

資料6：大阪府庁文書,『事業認定申請 一級河川淀川水

系寝屋川治水緑地第一期工事』, 1977. 

都市河川課が寝屋川多目的遊水地の第一期事業認定申

請を行う際に，計画内容および申請までの事業の経過を

提出した資料である．地元との合意形成の詳しいやり取

りを読み取ることができる重要な資料である． 

5. 遊水地計画を含む総合治水計画の策定過程

本章では主に1965 (昭和40) 年度から1993 (平成5) 年度ま

での大阪府議会議事録および「東大阪地域防災総合対策

のための計画調査報告書」(資料2) に基づき，第二次計

画策定に至る経緯と，なぜ遊水地が必要とされたかにつ

いての議論の内容を明らかにする． 

(1) 遊水地計画（第二次計画）策定の経緯 

1976年に策定された遊水地計画を含んだ「第二次計画」

の策定過程について明らかにする．本計画に至るまでの

計画案は 3つある． 

1) 最初の計画案が 1965 (昭和 40)年から検討が始められ

た「第二次全体計画 (1968)」であった．本計画案は，更

新された既往最大降雨である 1957 (昭和 32) 年 6月 26日

豪雨を対象降雨として，計画高水流量が第一次計画の

536 m3/s から 910 m3/sに変更されている． 

2) 次の計画案が第二次全体計画に洪水処理方法に無理

があるとして再検討された「第三次全体計画 (1972)」で

ある．多目的遊水地は本計画案で初めて取り入れられた．

具体的には，深野遊水地（後の寝屋川多目的遊水地）と

池島遊水地（後の恩智川（池島・福万寺）治水緑地）と

の計画案が示された 29)． 

その後に，東大阪地域水防災総合長期対策事本方針

(資料 1) 策定のために東防総委員会が設置され，第三次

全体計画に対して，治水面からだけでなく都市計画面か
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らの検討が加えられた．また，適切な対象降雨モデルで

あるか，府内他課の防災計画との整合がとれているか，

洪水処理方法は適切か，やりすぎた河川改修でないか，

事業の早期実現を図れるか，などの検討が加えられた．

その検討の成果として 1974(昭和 49)年 3月に作成された

「東大阪地域防災総合対策のための計画調査報告書」

(資料 2) では，第三次全体計画における遊水地だけでは

治水上不十分であるとされ，二つの遊水地に加えて第三

の遊水地を加える必要性が指摘された 30)．これを経て作

られたのが 3)「寝屋川水系全体計画検討資料 (1975)」で

ある．そして，更に検討を加え策定されたのが 4)「第二

次計画 (1976)」であり，これが建設大臣の認可を得た． 

(2)  東大阪地域水防災総合長期対策基本方針の概要

東防総 (資料1) は，大阪府全体における防災に対する

方針として1974 (昭和49) 年12月24日に東大阪地域防災総

合対策連絡会議にて策定された．この東大阪地域防災総

合対策連絡会議は，河川改修・農地防災・地盤沈下対策

等の大阪府の関係機関毎に行われている防災事業をさら

に積極的に推進するとともに，東部大阪地域の地理的特

徴と災害の実態を把握し，総合的且つ抜本的な治水対策

の推進を図るために，大阪府の全庁的な組織として設置 

表-3 第二次計画に向けた遊水地計画案の推移と洪水調節流 

量(筆者作成17), 29)） 

表-4 東大阪地域防災総合対策委員会の概要(筆者作成31)) 

開催日 議題

第1回全体委員会 昭和48年7月12日 大阪府の現況と計画の共有

第2回全体委員会 昭和48年7月19日 大阪府の現況と計画の共有

第3回全体委員会 昭和48年8月3日 より具体的な計画と被災状況の共有

第1回浸水対策部会 昭和48年8月10日 防災対策への態度と遊水地計画の検討

河川改修部会 昭和48年8月22日 洪水調節方式と遊水地計画の検討

第2回浸水対策部会 昭和48年8月28日 より具体的な洪水調節方式の検討

第3回浸水対策部会 昭和48年9月20日 今後の開発とその規制についての検討

第4回全体委員会 昭和48年9月27日 報告書のまとめ方についての検討

第5回全体委員会 昭和48年11月2日 報告書の構成と追加の議論

第6回全体委員会 昭和48年12月7日 報告内容の検討と報告書作業の確認

第7回全体委員会 昭和49年3月9日 最終報告案の共有とそれに関する議論

図-4 東防総委員会組織図(筆者作成32)) 

された組織である32)．資料1より遊水地についての記述

内容を抽出すると，「寝屋川上流部から恩智川にかけて

の低地のうち，約130haを洪水調節機能を有する治水緑

地として整備する」ことに加え，遊水地を災害時には避

難地として利用すること，平常時には周辺地域の環境保

全や発展に寄与するものとすること，1985 (昭和60) 年を

目途にこれらの機能を発揮できるよう整備を進めること， 

が明記されている． 

東防総の策定に向けて，学識者と大阪府内の関係各課

を交えて議論を行う東防総委員会が1973 (昭和48) 年7月

12日に設置された．資料2によると，東防総委員会は大

阪府内のそれぞれの機関で実施されている調査と検討さ

れている諸対策を点検，評価，再構築し，「大阪府の総

意」として東防総を策定するため，1973 (昭和48) 年7月

に設置された委員会である．会議は1回3時間で，7回の

全体委員会と，1回の河川改修部会と3回の浸水対策部会

が開催された（表-4）．委員会組織は図-4のように大阪

府企画室が委託した都市科学研究所が事務局を務めた．

構成員は，水理学・河川工学・土木防災学・都市計画・

農業水利・地理学を専門とした学識者と元近畿圏整備本

部（現国土交通省）職員，大阪府の関係機関からなった

（表-5）．大阪府の関係機関によって各機関別の調査と

諸対策の情報が提供された． 

(3) 東防総委員会における治水方式についての検討内容 

東防総委員会では，第三次全体計画 (1972) にて考案さ

れた表-6，図-5のような 9 通りの治水方式に加えて，ダ

ム方式および府の洪水処理 9 案のそれぞれを組み合わせ 

表-5 委員会の構成と出席と発言回数(筆者作成32), 33),34), 35)  

発言回数

① ② ③ 浸① 河 浸②浸③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ (回)

石原 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 84

藤野 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 492

岩佐 〇 - 〇 - - 〇 〇 〇 〇 65

室田 〇 〇 〇 - - - 〇 〇 〇 26

神月 〇 〇 〇 - 〇 - - 〇 〇 〇 〇 54

中世古 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 26

三輪 〇 〇 - 〇 〇 〇 7

角屋 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 124

南 〇 〇 - 〇 7

手島 - 0

水田 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 20

星畑 △ - △ - 〇 △ 14

日下 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 42

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 116

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 18

〇 〇 〇 〇 〇 〇 ? 〇 〇 〇 53

〇 ? 18

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ? 〇 〇 〇 56

〇 〇 1

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ? 〇 〇 〇 20

〇 ? 1

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 61

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ? 〇 〇 〇 0

〇 〇 〇 ? 〇 〇 〇 1

〇 ? 1

衛生部 〇 〇 〇 ? 〇 〇 1

企業局 〇 ? 0

他 〇 ? 5

立命館大学助教授(文：地理学)

委員会出席者
出欠(〇：出席, △：代理, ？：不明)

学
識

京都大学名誉教授(防災研)

元近畿圏整備本部調査官

京都大学教授(工：水理工学)

大阪大学教授(工：河川工学)

新日本技術コンサルト(工：水理学)

大阪大学助教授(教養：地質学)

大阪市大教授(工：都市計画)

京都大学教授(防災研：内水災害)

京都大学教授(農：水理工学)

大阪府教授(農：農業水利)

国土地理院測量部長

前近畿地方建設局河川管理課長

大
阪
府
関
係
機
関

土木部

都市河川課

河川課

下水道課

都市整備課

農林部
耕地課

水質課

建築部

環境保健課

調査課

近畿地方建設局

開発指導課

住宅開発課

企画部
総合計画課

総合調整課

生活環境部
水質課

消防防災課

寝屋川
池島・

福万寺
打上川 花園 法善寺 計

1968 第二次全体計画 910 - - - - - - - 910

1972 第三次全体計画 850 - - - 370 430 1650

1975 全体計画検討資料 850 130 240 - - - 370 460 1680

1976 第二次計画 850 130 240 35 - - 405 425 1680

注)その他：分水路・地下河川・調節池・流域対応等を含む　　　　　（単位ー m3/s）

その他

注）

基本

高水

流量

遊水地

370

作

成

年

計画名
河道

改修
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図-5 治水方式検討図(筆者加筆 41)） 

た方式と，一旦決定された遊水地方式を比較する方法で

再度検討がなされた． 

a) 遊水地方式の評価 

遊水地方式に対する委員会の評価は次の通りであった． 

用地の取得については，一般に河道処埋方式と比較し

て必要な用地の面積は大きくなり課題であるが，用地の

場所の選択自由度と多目的利用の可能性は高い．よって

民地の用地取得面積の少ない中環放水路・生駒山麓河川

(トンネル)・恩智川逆流河川案よりも低い評価であった

が，河道処埋方式案よりも高く評価された． 

施工性については高い評価であった．平常時は本川か

ら独立した施設であることに加え，難しい技術を使用し

ないためであると考えられる． 

都市施設への影響については，河道処理方式は橋梁，

道路，地下埋設物など他の事業との関連が強く調整が必

要となる一方で，遊水地方式は他事業との関連が薄いこ

とから高い評価となった． 

工期については，遊水地方式は建設中であっても段階

的に事業効果を発揮することができることに加え，遊水

地方式は河道処理方式に比べて都市施設への影響が少な

いため，他事業の進捗に左右されることが少なく，高く

評価された． 

維持管理については，河川や管路の場合は，洪水時の

水防活動，とくに管路の場合の流木や土砂流出による閉

塞など技術的に困難な問題が多いのに対して，遊水地方

式の場合は，洪水時のゲートやポンプの操作や運転さえ

適切であれば，それはど困難ではないことから高く評価

された．ただし，洪水後の処置や，特に多目的に利用し

た場合の維持管理の責任の明確化など，主として行政的 

な面で煩雑な問題を抱えていることが指摘された． 

安全性については，治水計画の安全性と，治水計画の

計画規模を超える洪水に対する安全性の二点から評価が

なされた．1) 治水計画の安全性の評価について述べる．

河道改修方式は短時間の降雨強度が関係する洪水のピー

ク流量により改修規模を決定することに加え，土地利用

の変化に左右されるため，確保可能な安全度が不確定で

あるとされた．これに対し，遊水地方式は比較的長時間

の雨量の関係から規模を決定するため，計画の安全性が

高く，両方式を組み合わせることで，不確定なピーク流

量の変動を補うことが望ましいとされた．2) 治水計画の

計画規模を超える洪水に対する安全性について述べると，

河川改修方式は堤防高さが高くなるにつれて破堤の危険

性が高まるが，遊水地方式は周辺の低地に静かに遊水す

るのみでより安全である，とされた．これらより安全性

は遊水地方式の方が高く評価された． 

事業費については，河道改修方式および遊水地方式に

おいて用地買収が必要な場合は多額の事業費が必要であ

り，評価は高くなかった．加えて，河川改修方式で難し

い施工技術を使う方式や都市施設への影響が大きい方式

はさらに低い評価となった． 

図
中
位
置

洪
水
処
理
案

概
要

(m
3/

s)

流
量
配
分

用
地
の
取
得

施
工
性

都
市
施
設
へ
の
影
響

工
期

維
持
管
理

安
全
性

事
業
費

住
民
に
対
す
る
影
響

①

(

拡
幅
方
式)

現
河
道
改
修

洪水を現河道で全て処理するよ

うに河道拡幅を行う．

但し断面はもっとも河積が大き

い．

1220 × × × × △ △ × ×

②

(

嵩
上
方
式)

現
河
道
改
修

洪水を現河道で全て処理するた

め最も通水断面が大きい．
1220 × × × × △ △ × ×

③

治
水
緑
地

第一寝屋川上流部に洪水調節

機能を持った治水緑地を設置す

る．（平時には多目的に利用が

可能）

カット

量

約370

△ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △ ◎

④

(

管
路
方
式)

中
環
放
水
路

中央環状線(第二寝屋川から大

和川まで)に管路を敷設して洪水

時に第二寝屋川より分水して大

和川へポンプで強制排水する．

カット

量

約370

◎ △ △ △ × × △ 〇

⑤
(

調
節
池
方
式)

中
環
放
水
路

中央環状線の空閑地(第二寝屋

川から大和川)に調節池を作り

調節容量を増大さすために一部

大和川へポンプ排水する．

カット

量

約370

◎ △ × △ △ △ × 〇

⑥

第
三
寝
屋
川

恩智川上流より木津川まで都市

計画街路高速道路とルートを同

じくし新川を掘削し自然流下で大

阪湾に流す．但し高潮対策の

ゲートポンプが必要である．

カット

量

約370

× × △ × △ △ × △

⑦

(

開
水
路)

生
駒
山
麓
河
川

生駒山麓に恩智川と並行して新

川を大和川迄掘削する．

カット

量

約370

× △ △ × △ × 〇 ×

⑧

(

ト
ン
ネ
ル)

生
駒
山
麓
河
川

生駒山麓にトンネル構造の新川

を大和川迄掘削する．

カット

量

約370

〇 × 〇 〇 × △ △ △

⑨

恩
智
川
逆
流
河
川

恩智川の外環状線より第二寝

屋川分派点までの区間を逆流

区間とし外環状線より上流の恩

智川と合流させ，外環状線の下

に管路を敷設大和川へ圧送す

る．

カット

量

約370

〇 △ 〇 × △ × △ △
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住民に対する影響について，遊水地は高く評価された．

平常時には多目的な利用を行うことも想定されたためで

あると推測する． 

b) 治水方式の決定と流量分配 

以上の比較検討の結果，遊水地方式を河川改修方式と

合わせて行う方法が採用された．このとき，将来技術が

発達し，大和川への排水が可能となれば，他の土地利用

に転換することが可能であるとの判断の上であった．ま

た，遊水地の実現上の課題は用地取得であるが，対策と

して豪雨時以外にも評価される機会を作ること，平常時

の住民との生活に馴染みやすいように避難地，都市公園，

公共施設用地などの多目的な利用を行うことが考えられ

た． 

 遊水地方式と河川改修方式との流量配分の考え方は次

の通りであった．まず，前述の通り水の出口が限られた

地形条件から，内水および外水を併せた排水能力には限

界があること，流域外への排水として大和川への排水が

考えられるが技術的に困難であること，また，河道改修

を過大に行うと寝屋川が天井川となり，万が一の破堤時

の被害リスクが増大することが考慮された．それを踏ま

えて，治水計画の目標レベルを，水害の完全防除ではな

く，都市化の波が押し寄せてくる以前のレベルに設定し，

河道改修は京橋付近を流下可能な限界 (850m3/s) まで行い，

残りの基本高水流量(1650-850=800 m3/s) は排水が困難であ

るため，自然遊水とする．内水災害については，ある程

度の浸水を認めざるを得ず，排水能力は治水資産の価値

を平等に分配することとした．計画検討時の各排水区の

排水能力はアンバランスであり，都市化が進み残存農地

率の低い大阪市内で比流量が小さい．均衡が取れるよう

にする方策としてポンプの排水能力増強が考えられたが，

河道の排水能力に限界があるため大幅な増強は難しいと

された．そこで下水道整備の基準は，寝屋川流域におけ

る全ての地域において到達可能であり，かつ将来大阪市

が目指している排水能力とも釣り合いの取れる

15.6mm/hr (時間雨量最大 50mm) と設定した．自然遊水の

中で，湛水常襲地は遊水地として自然遊水を顕在化させ，

その他は排水区毎に調整池により内水氾濫を顕在化させ

るか，潜在浸水として受容するかを決定することとした． 

(4)  計画段階における治水の緊急性の共有 

東防総委員会における委員の構成と出席状況（表-5）

によると，土木部の都市河川課・河川課・下水道課や農

林部耕地課，建築部開発指導課，企画部の総合計画課・

総合調整課はほぼ毎回の委員会に参加し，生活環境部水

質課と衛生部環境保健課は専門部会以外の委員会に参加，

その他の課は情報提供の際のみ委員会に参加していたこ

とがわかる．大阪府の治水状況と防災計画は関係部署に

広く共有されていたといえる．

 寝屋川多目的遊水地計画実施時に，都市計画道路計画

の調整を行った大阪府土木部総合計画課との協議の記録

を抽出した．土木部総合計画課は東防総委員会には参加

していないが，都市計画課とともに寝屋川多目的遊水地

についての会議に，1977 (昭和52)年12月19日に計画調整

が始まる前の約11か月間で少なくとも6回参加にしてい

る事を確認した37)． 

また，1968 (昭和43)年・1972 (昭和47)年の大阪府議会議

事録38),39)によると，議員が「東部大阪治水対策委員会」

に参加して治水計画や水害とその原因について議論した，

という．聞き取り調査においても治水に関する特別委員

会が存在していた，という発言があった．大阪府議会事

務局調査課の調べによると府議会内に特別委員会が確認

出来なかったことから，第二次計画を検討している時期

に執行部の中に「東部大阪治水対策委員会」が存在して

おり，東大阪の治水対策についての議論がなされていた

と推測できる． 

また，大阪府議会では，1965 (昭和40)年度から寝屋川

多目的遊水地についての議論が最後に出た1976 (昭和51)

年度までに，東大阪地域における治水に関連する議論が

79回行われている．例えば1972 (昭和47)年の議会では，

議員から土木部長に対して「住みよい大阪府のまちづく

りということは常々申し上げまするように，すべては治

山治水にあると思うのであります．したがって土木関係

の理事者におかれましても今後ひとつ大いに予算獲得に

努力していただいて」，「（河川改修費増額を含む）

数々の予算の要望書を提出いたしました．（中略）府政

の上に反映するように極力つとめていただきたい」40)と

いった，治水の必要性から事業の推進を要望する意見が

挙げられている．また，寝屋川多目的遊水地については

四回に渡り具体的に述べられていた．

 以上より，後に計画調整が必要となった府内各関係機

関・大阪府議会・流域内各市において計画段階から治水

の緊急性が共有されていたことを確認した． 

資料3より，委員会の構成員毎のすべての委員会を通

した発言回数を数えた（表-5）．発言回数算定時に発言

の長さや内容は考慮していない．藤野は委員会の座長と

して会議を取りまとめていたため，発現回数が最も多い．

また，遊水地計画の事業主体である都市河川課の発言回

数は大阪府関係機関の中で最も多く，二番目に多い総合

計画課の約二倍である．

 また，聞き取りにおいても，多目的遊水地事業は，治

水の緊急性の高さから都市河川課が都市の関係課を牽引

して組織を動かしていたこと，土木部の都市河川課と公

園課・都市計画課は同じ土木部であるため，日頃からや

り取りがあったことを確認した． 
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(5) 小結

 第五章では，遊水地計画が最初に示された第二次計画

策定の経緯を整理した．資料により，第二次計画は，治

水面での素案検討の後に東防総委員会により都市計画面

での検討が加えられ，府の防災方針である東防総として

策定されたことを明らかにした．次に，東防総の検討内

容とその体制を明らかにした．特に，学識者と府内各関

係機関により構成された東防総委員会による遊水地方式

を含む治水方式の検討内容を明らかにし，遊水地計画策

定に至る議論の流れを明らかにした． 

 また．第二次計画策定段階における治水の緊急性の共

有状況を整理し，後に計画調整が必要となった府内各関

係機関・大阪府議会・流域内各市において計画段階から

治水の緊急性が共有されていたこと，多目的遊水地事業

に協力する体制が整えられつつあったことを確認した． 

6． 遊水地事業の実現過程 

(1) 事業フェーズの設定 
本章では遊水地事業の実現過程について明らかにする．

遊水地事業の実施状況は，資金調達の状況と地元合意形

成の状況によって大きく 4つが考えられる（表-7）．な

お，地元合意形成の状況は，地元住民との事業実施につ

いての合意を得て，事業面積が確定したか否かで分ける． 

まず，事業資金の確保と地元合意形成のどちらもされ

ていない段階（フェーズ 1）では，用地買収を開始する

ことはできない．資金確保ができたが地元合意形成はな

されていない段階（フェーズ 2-1）では，合意のとれた

部分のみ用地買収を開始することができる．地元合意形

成は概ね完了したが，資金確保ができていない段階（フ

ェーズ 2-2）では，用地買収が開始できない．資金確保

と地元合意形成の両方がなされた段階（フェーズ 3）で

はじめて，すべてのエリアについて用地買収を行うこと

ができる． 

以上の事業フェーズの分類に基づき，資金調達と住民

との合意形成の経緯，用地買収の経緯を明らかにする．

事業経緯を時系列順に整理し，表-8に示す． 

表-7 事業フェーズの分類（筆者作成）

フェーズ 

設定条件 

事業資金確保 

未 済 

地
元
合
意
形
成 

未 

フェーズ1 フェーズ2-1 

用地買収交渉 

開始不可 

面積確定部分のみ 

用地買収開始可能 

済 

フェーズ2-2 フェーズ3 

用地買収不可 用地買収開始可能 

(2)  資金確保の経緯 

資金確保の経緯について，寝屋川多目的遊水地事業計

画概要書 (1981) (資料 4) と大阪府議会議事録により明ら

かにする．

a) 財源の種類と経緯 

事業誌発行時は建設中であったために不明であった公

園事業費は計121億円であったことを確認した．全体事

業費は474億円となる．本事業に先行して獲得された資

金は主に国庫債務行為，都市開発資金貸付によるもので

あった． 

国庫債務行為は事業費全体計画表 41)によると，1976 

(昭和 51) 年度に 2,772 百万円の国債として取得し，1977 

(昭和 52) 年度から 1980 (同 55) 年度に大阪府事業費及び制

度による国庫補助金から償還されている（ただし，事業

誌の事業費年表と金額の相違がある）．二章で述べ た

通り，事業誌より用地買収実績費と用地費の歳入を比較

すると，1976 (昭和 51) 年度以前の総歳入よりも総買収実

績費の方が 2,917 百万円多い．これらのことから，1976 

(昭和 51) 年に国庫債務行為により少なくとも 2,917 百万

円の先行事業費を獲得していたと推測できる． 

都市開発資金貸付制度は，公共施設や都市開発のため

の用地の先行取得資金を国が地方公共団体等に貸付を行

う制度である 42)．深北緑地は特例として貸付を認められ，

貸付資金の償還は 4年後以降であった 43)．貸付額と貸付

時期は不明であるが，資料 4によると貸付額の枠として

10億円程度は決して大きすぎる額ではないとされてい 

表-8 事業経緯(筆者作成 17),29),45)) 
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る. 1983 (昭和 58)年 3月 8日に都市開発資金の償還を開始

した 44)． 

b) 資金の調達方法 

都市河川治水緑地事業費，公園事業費はそれぞれ一般

的なものである．公園事業費については，建設省都市局

からの公園事業補助額増額に向けて，防災公園としての

位置づけの明確化がなされた．都市開発資金貸付には協

定の締結及び協定の中で論点となっていた準則の緩和に

ついての合意，公園としての都市計画決定が必要とされ

たため，都市計画決定手続きが行われた． 

多目的遊水地事業採択までの経緯について，本研究に

よって新たに明らかになったことは以下の通りである．

都市河川課は多目的遊水地制度創設前の1975 (昭和50) 年

1 月 29 日に建設省治水課により制度創設の説明を受け

た．資金確保及び都市河川における土地の高度利用化を

目的として，制度採択への検討を開始した．多目的遊水

地のより詳しい採択要件は図-6 の通りである．実施計

画が具体化して計画が進んだ都市施設の設置計画におい

ては，都市計画決定と管理・責任分担の決定が求められ

た．第二章において述べた通り，公園の都市計画決定に

は湛水公園であることを示すための河川予定地の指定と

既に決定している計画との整合，さらには費用負担の決

定が必要とされた．他計画との調整や公園計画の作業は，

1月から開始されており，1978 (昭和 53) 年 3月末に完了 

図-6 多目的遊水地制度の採択プロセス(筆者作成 45 ) 

図-7 多目的遊水地制度の主要関係者(筆者作成 45 ) 図-8 計画平面図の推移と番号付け
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することが求められた 45)．また，建設省都市局の意向と

して，用地費の費用負担を河川課と公園課で分担して行

う初めての湛水公園であったため，公園として都市計画

決定する明確な位置づけを行うことが求められた． 

管理・責任分担についての協定は，1978 (昭和 53) 年 4

月に協定書 (原案)，同年 8月に協定書 (修正案)，1979 (昭

和 54) 年 3月に協定書 (決定版) が作成され，同年 4月に

建設省の同意・承認を得て最終協定の締結に至った． 

(3) 住民要望の計画への反映 

都市河川課と地元住民との事業実施に向けた合意形成

については，資料 6と資料 5に基づき，詳細を明らかに

する． 

寝屋川多目的遊水地の計画予定地は河北中町地区と深

野北地区に位置しており，都市河川課は両地区に対して

事業実施についての合意形成を図った．河北中町地区に

ついては，寝屋川市河北自治会と協議を行った．このと

き，寝屋川多目的遊水地に対しては，その施設内容に関

する要望はされたが，提示規模での計画実施についての

要望はなされなかった．施設内容に関する要望は表-9,

図-8に示す通りであり，適宜設計案に反映された． 

一方，深野北地区における合意形成経緯は表-10 の通

りである．1975  (昭和 50) 年 2月 27日の第１回地元説明

会では，主に（ア）公園の規模縮小，（イ）権現川の付

け替え位置変更，（ウ）内水排除の考慮の要望がなされ

た事に加え，位置選定理由・公園としての適性・権現川

改修事業との整合・管理方法について疑問が投げかけら

れた．要望の理由は以下のとおりであった． 

 （ア）（イ）：権現川を遊水地南端線沿いに付け替え

ると，新堤防が深野北地区三丁目に存在する人家に接近

し，かつ現況権現川との付替線との間に挟まれた土地の 

表-9 計画平面遊水地計画に対する要望と設計案の推移 

(筆者作成 41), 45)) 

利便が悪くなる．このことは地区の環境悪化と発展阻害

につながる． 

（ウ）：深野北地区の北西に位置する楠の里地区等の

排水を受け持つ自然遊水地が，第1期治水緑地の完成で

半分となる． 

深野北地区では，計画当初に寝屋川多目的遊水地の占

める面積が大きかったことに対して，地区住民からは規

模を縮小するよう要望が繰り返された．しかし，その規

模は第二次計画の段階で既に決定されており，変更する

と計画全体に影響が生じるため，容易に変更することが

できなかった．（ウ）についてはポンプと水路を設置す

ることで，協議開始から約三ヶ月後に合意に至ったが，

（ア）（イ）の計画確定には多くの話し合いが必要であ

るとし，都市河川課職員と大東市職員，深野北地区代表

住民で深野北地区治水緑地対策協議会が結成された．す

べての協議会及び地元懇談会に，都市河川課の主幹もし

くは課長代理以下数名が参加し，協議開始から約二年半

に渡る話し合いが行われた．協議の末，図-9 に示す位

置及び面積にて事業実施の地元同意を得た．これにより

第一期工事事業認定申請における遊水地位置を変更した．

なお，遊水地の位置及び面積は，安全上付替可能な範囲

内で最大限北に強く湾曲させた権現川の位置により決定

され，遊水地面積を縮小しながらも必要貯留量を確保す

るために，池底の掘削深度をより深くするよう変更した． 

(4) 用地買収交渉の経緯 

 用地買収については，事業誌によりその概要と買収実

績が示されている 46)が，本節では，土地開発公社の記念

誌及び大阪府議会議事録，資料 4等の資料を用いて，事

業誌に記載のない用地買収交渉の経緯及び開始要件，円

滑な交渉のために都市河川課が行った方策を明らかにす 

表-10 深野北地区との合意形成経緯 (筆者作成 41)) 

年月日 経緯

1975.2.27 第1回地元説明会

1976.1.23 第2回地元説明会

1976.1.26
-1976.2.25

地元懇談会（4回）

1976.3.4 第1回 深野北協議会

1976.4.27 第2回 深野北協議会

1976.9.27 第3回 深野北協議会

1977.2.19 地元懇談会⑤

1977.2.22 第１期工事事業認定申請　及び
第１期工事事業認定申請取り消し

1977.4.26
意見書の提出（区長以下7名→府知
事）

1977.5.24 第4回 深野北協議会

1977.6.27 第5回 深野北協議会

1977.7.21 地元懇談会⑥

1977.8.12 第6回 深野北協議会

1977.8.18 地元懇談会⑦

不明
地元総会：500戸全てであり区長が
招集

1977.9.6 第7回 深野北協議会

1977.9.16 第8回 深野北協議会

1978.7.11 第1期工事事業認定申請

住民の要望 設計への反映 

内容 時期 内容 
設計

図 

遊

水

地

構

造 

湛水頻度の高い区域を住

宅地から離すこと（東西に

3区分し中央に配置） 

1975.7.6 
湛水頻度の高い区域を住

宅地から離す 
2→3 

公園規模の縮小 1975.2.27 公園規模の縮小 2→3 

公

園 

設

備 

住宅と周囲堤の距離を離

し間に緑地並びにちびっこ

広場を造成 

1975.7.6 苗圃→児童遊技場 4→5 

体育施設の充実（運動場・

グラウンド・ローラースケー

ト場等） 

1975.7.6 

運動広場・テニスコート・自

由広場の設置 
3→4 

ローラースケート場の設置 5→6 

野球場の要求 不明 運動広場の設置 3→4 

サッカー場の陳情 1988 球技広場の設置 4→5 

ふるさとの原風景の再現 2001-02 

水生植物の育成 5→6 

「いきものサンクチュアリ

ー」の整備 
5→6 
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図-9 遊水地位置と権現川付替位置 (筆者作成 41)) 

る． 

a) 第一期計画（ A ゾーン）の用地買収の経緯 

A ゾーンの用地買収は，A ゾーンの土地の大部分が，

過去に異なる公共事業の用地買収により代替地として取

得された土地であったためにやや難航したが，3 年間で

完了した． 

1972(昭和 47)年に第二次計画にて寝屋川多目的遊水地

が深野遊水地として計画された．1973 (昭和 48) 年 6月に

A ゾーンの地主代表者に対して事業説明がなされ，その

翌年4月にAゾーンが，都市河川治水緑地事業としての

新規採択を受けた．ただし，1974年 4月時点において，

地元住民との合意形成は始まっていない．用地買収交渉

も開始されていなかった（フェーズ 1）． 

1974 (昭和 49) 年 4月に都市河川治水緑地事業として新

規採択を受け（フェーズ 2-2），A ゾーンについて，治

水緑地事業として1975 (昭和50) 年度から用地買収が開始

された（フェーズ 2-1）が，用地費の確保は難航し，

1975 (昭和 50) 年 9月から 1976 (昭和 51) 年 1月までの間は

大阪府の財政事情により交渉が中断された． 

用地費の確保が難航していたとする記述を整理する．

まず，1974 (昭和 49) 年 10 月の大阪府議会における都市

河川課課長の答弁によれば，大阪府の総需要抑制策と物

価の高騰による予算のスライド等により公共事業費が抑

制された結果，寝屋川多目的遊水地事業の費用が減少し，

関係市及び地主に対して事業説明を行ったものの，用地

買収には至っていないとの説明がされている 47)．また，

1975 (昭和 50) 年 10月 28日に行われた大阪府議会の議員

の答弁によれば，深野地区の住民が治水の必要性への理

解から早期買収を数回要請しており，住民も当初は協力

的な姿勢をとっていたが，用地買収交渉が始まらないこ

とから多目的遊水地事業への反対に転じたことが述べら

れている 48)．都市河川課 OBへの聞き取り調査において

も，用地費の取得について，地価が高騰する時代背景の

中で，地元住民からは早期交渉開始の要求がなされ，都

市河川課としても治水効果を早く発現させるために，早

期における事業資金の確保が重要であったことを確認し

た．実際に，寝屋川多目的遊水地の中心地点より 1.5km

（周辺のおおよその駅間距離）圏内の地価推移 49)は，A

ゾーンの用地買収が始まった1975 (昭和50) 年度から全区

域の用地買収が終了した 12 年間で，平均地価が 54,930

円/m2から 144,875円/m2へ，約 2.6倍に高騰している． 

 実際には，用地買収と地元住民との事業実施の合意

形成は並行して行われていた．前述の通り，1977 (昭和

52) 年 9 月に合意がなされ，遊水地計画の面積が確定し

た．その後，1978(昭和 53)年度で Aゾーンの用地買収は

完了した． 

b) 第二期計画（ B・C ゾーン）の用地買収の経緯 

B ゾーンの用地買収は，B ゾーンの地権者の多くが，

入作者であり，過去に異なる公共事業の用地買収を経験

していたために，土地価格についての要望が大きく，費

用面での交渉が難航し，計 9年間かかって完了した．な

お，C ゾーンの用地買収は， 14 年間で完了した．その

経過について述べる． 

1972 (昭和 47) 年の第二次計画以後，寝屋川治水緑地と

しての計画が進められたものの，都市河川治水緑地事業

の対象地に B・C ゾーンは含まれなかった．1977 (昭和

52) 年 9 月に事業実施について地元住民との合意がなさ

れるまでは用地買収は開始されていない（フェーズ 1）． 

1977 (昭和 52) 年 9月に地元住民と事業計画の合意がな

され，遊水地計画の面積が確定した．しかし，資金が確

保されていないため用地買収は開始されていない．1977 

(昭和 52) 年 12 月に多目的遊水地事業に条件付きで新規

採択され，1978 (昭和 53) 年 7月の費用負担合意より事業

が実施された（フェーズ 2-2）．  

多目的遊水地制度が実施された1978 (昭和53) 年度から

B ゾーンの用地買収交渉が始まった（フェーズ 3）．C

ゾーンは B ゾーンにて交渉が難航していた 20 件と合わ

せて 1980 (昭和 55) 年度から用地買収を開始した．Bゾー

ンは 1986 (昭和 61) 年度に，Cゾーンは 1987 (昭和 62) 年

度に用地買収が完了した． 

(5)  事業実施のための連携・協力 

a) 大阪府庁内の協力体制 

聞き取り調査によれば，寝屋川多目的遊水地整備にお

ける大阪府庁内の計画調整は比較的容易であったという．

その理由は，大阪府内で東防総という前提としての大き

な合意があったためであるという．大阪府土木部都市河

川課と公園課は，管理と責任分担の決定，共同事業者の

候補であった府立高校の事業化断念に伴う公園区域の拡

大において，意向および計画を変更して事業実施に互い

に協力した． 
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また，事業資金の負担率決定においても公園課の協力

を得ることができた．都市施設用地費の費用分担につい

て，当初公園課の意向は折半であったが，大蔵省の承認

を得て事業採択を受けて事業を実施することを最優先と

し， 0.524 : 0.476 ＝公園負担：河川負担 の費用負担率で

合意するに至った． 

 関連する都市計画道路の計画変更においても，総合計

画課の協力を得，支川の計画変更においても河川課と下

水道課の協力を得て事業実施に至った．特に河川課は，

地元住民からの要望である支川の権現川付替を実現する

にあたり，要望の計画反映案を要望把握から二か月後に

作成し地元との合意形成を促進した． 

b) 予算の陳情 

 資料4および聞き取り調査によれば，図-10に示すよう

に，多目的遊水地制度採択に向けて大蔵省に対して三方

面から治水の緊急性の陳情がなされていた．大阪府都市

河川課は大蔵省に向けての視察会にて直接，および建設

省河川局治水課を通じて訴え，それに加えて地元選出の

国会議員を通じた政治面からの訴えを重ねていた． 

大阪府議会においても，1974年10月の府議会における

都市河川課課長による予算陳情，1975年3月の府議会に

おける議員による予算陳情， 予算不足により用地買収

交渉が中断された1975年10月の府議会議員による予算陳

情を確認したが，再三の予算陳情が行われていた． 

1977 (昭和52) 年1月10日には，寝屋川流域の十市（枚

方市・交野市・寝屋川市・門真市・守口市・四條畷市・

大東市・八尾市・柏原市・東大阪市）が構成する東大阪

治水対策促進協議会が，協議会会長である東大阪市長名

で大阪府知事に対し，大阪府の予算編成における財政援

助措置及び寝屋川多目的遊水地の早期完成を要望した 50)．

これらの予算陳情は，事業に対する要望の大きさの一端

を示すものである． 

図-10 治水の必要性陳情における関係者図

7. 結語 

本研究は，寝屋川多目的遊水地の実現過程について， 

一次資料を用いて，これまで明らかにされていない新

たな事実を明らかにした．その成果の要点は以下の通り

である． 

・遊水地を含む総合治水計画「第二次計画」（1976）の

成立過程を明らかにした結果，遊水地計画案は東大阪地

域防災総合対策委員会による第三次全体計画 (1972)が初

出であること，これが，東大阪地域水防災総合長期対策

基本方針 (1974) に反映されて，そこでの合意形成が後の

事業の実施および実現に大きな役割を果たしたことを明

らかにした． 

・寝屋川流域において事業費や用地取得の困難にもかか

わらず遊水地が必要であると評価された理由は，地形条

件および排水能力の限界からある程度の浸水を認めざる

を得なかったことが重要ではあったが，施工の容易さ，

都市施設への影響の低さ，工期の柔軟性，維持管理の容

易さ，治水計画としての安全性の高さ，治水計画の計画

規模を超える洪水に対する安全性の高さ，多目的な利用

の可能性などの観点から，総合的に高く評価されたため

であったことを明らかにした． 

・遊水地事業の実施においては，事業資金の確保と地元

住民との合意形成が特に重要であった．事業資金の確保

においては，多目的遊水地制度に採択され，国庫補助を

得たことが重要であった．その要因としては，土地のよ

り高度な利用が見込まれたことで，多目的遊水地の有用

性に対して，大蔵省の理解を得たことがあった．また，

多方面から治水の必要性に関する声が上げられたこと，

河川と公園のそれぞれから費用分担を行ったことも実現

の重要な要因であった． 

・地元住民との合意形成については，協議会を設置した

上で高い頻度での話し合いを行い，住民要望をできる限

り反映しながら，事業の必要性への理解を得たことが挙

げられる． 

 また，遊水地事業が円滑かつ早期に実現した他の要因

としては，以下が挙げられる． 

・大阪府庁内の協力体制があり，関係者が計画策定時か

ら協議・調整・協力し，加えて政治方面でも事業推進の

協力を得た． 

・事業の早期実現のためには早期の用地買収交渉の開始

及び円滑な用地買収交渉を行う事が重要であった．本事

例では，先行資金獲得後に用地買収実績が急増している

ことからも分かるように，短期間の用地買収交渉がなさ

れていた．早期の多目的遊水地事業費と先行事業費の確

保により，早期の用地買収および地元住民との合意形成

がなされた． 
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A STUDY ON THE REALIZATION PROCESS AND CONSENSUS BUILDING 
IN THE DEVELOPMENT OF THE NEYAGAWA RIVER MULTIPURPOSE-

RETARDING BASIN 

Nanae WATANABE, Keta YAMAGUCHI and Masashi KAWASAKI 

A large amount of money and consensus building with many parties are required to realize a retarding 
basin in an urban area. The Neyagawa Multipurpose Recreational Area is one of the few cases in which the 
flood control effect was realized as early as 19 years after the adoption of the flood control project, while 
realizing a vast area (50.3 ha) as an urban recreational area. In this study, we clarified the details of the 
realization process of the Neyagawa multipurpose-retarding basin and the actual state of consensus building 
among the related parties based on the analysis of administrative documents at the time of plan formulation 
and project implementation and interviews with the related parties. As a result, it was clarified that the key 
points of the realization of the playground were the study system of the playground plan in the Neyagawa 
basin, the cooperation system in the project implementation, the negotiation with the Ministry of Finance 
to secure funds, the negotiation with landowners for the acquisition of land, and the consensus building 
with local residents for the playground development. 
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